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令和元年台風第19号に伴う災害の被災者に係る 

一部負担金等の取扱いについて 

 

 

 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記令和元年台風第19号に伴う災害の被災者に係る一部負担金等の取

扱いについて、日本薬剤師会より別添のとおり通知がありました。 

保険者の判断により、保険料の徴収猶予・減免等並びに一部負担金の徴収猶

予・減免を実施できることとされており、今般、対象となる保険者が示されま

した。今回の猶予措置の取扱期間は、令和２年１月末調剤分等まで実施される

予定です。 

また、①被保険者証等により適用対象地域の市町村であることを確認すると

ともに、②患者の申し立ての内容を調剤録等に記録しておくことが必要です。

さらに患者に対して、後日保険者から確認がある旨を伝えるよう求められてい

ます。また、保険薬局等での周知に関して、当該都県ごとにリーフレットが作

成されました。 

 つきましては、取り急ぎお知らせいたしますので、貴会会員にご周知下さいま

すよう、よろしくお願いいたします。 

 なお、本件につきましては、保険調剤ニュースにより、会員薬局あて一斉 FAX

を実施いる予定です。 

 別添の厚生労働省通知中の、長野県版リーフレットにつきましては、更新前の

ものとなっておりますので、別途添付の「【20 長野県】患者向けリーフレット［修

正版］」でご確認をお願いします。 

 

 

 

 

 

長野県薬剤師会 

担当：保険医療課 中島・大塚・桐山 

〒390-0802 松本市旭 2-10-15 

℡0263-34-5511 FAX0263-34-0075  

E-mail：hoken3@naganokenyaku.or.jp 












































































